
平
成
二
十
六
年
財
務
省
令
第
九
十
五
号

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情

報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
検
査
身

分
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提

供
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
十
二

号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
同
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す

る
検
査
身
分
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報

の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

検
査
（
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣

の
権
限
を
税
関
長
に
委
任
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
際

に
財
務
省
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証

明
書
は
、
別
紙
様
式
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産

品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
月
二
五
日
財
務
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定

の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る

包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
一
日
財
務
省
令

第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関

す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て

効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
本
則
中

第
三
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
四
日
財
務
省
令
第

八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様

式
又
は
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
紙
様
式

別紙様式 
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                          第     号 

身  分  証  明  書 

官  職              

氏  名              

生年月日              

 

上記の者は、経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律

第７条第１項の規定に基づく検査に従事する者であることを証明する。 

 

  年  月  日 

 

             財務省関税局長           印 

 

裏 面 

 

１．本証は検査の際に必ず携帯すること。 

２．本証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。 

３．本証を紛失し、汚損し、又は記載事項に変

更があった場合は、即時その旨を申告して

再交付を受けること。 

４．官印のないもの及び写真に印又は刻印のな

いものは無効とする。 

５．検査に従事しなくなったときは、速やかに

本証を返納すること。 

（備考） 用紙は、日本産業規格Ｂ８、64×91mm とする。 
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